
 

介護老人保健施設 重要事項説明書 

 

 

１ 介護老人保健施設 葵の園・安浦 概要 

（１）提供できるサービスの種類 

   介護老人保健施設の施設サービスおよび付随するサービス 

 

（２）施設の名称および所在地等 

施 設 名 称 介護老人保健施設 葵の園・安浦 

所  在  地 広島県呉市安浦町安登西五丁目１１番１９号 

法  人  名 医療法人社団 葵会 

代 表 者 名 理事長 新谷 幸義 

電 話 番 号 ０８２３－８４－０００６ 

サービスの種類 介護保健施設サービス 

介護保険事業者番号 ３４７０５０３５２９ 

 

（３）施設の職員体制 

職  種 常 勤 非 常 勤 夜 間 業 務 等 内 容 

医  師  １  １  医学的管理 等 

看護職員 １３  ４  ２ 医学的管理に基づく看護 等 

介護職員 ２９  ４  ４ 介護に関する全般 等 

理学療法士等  ６    ３  リハビリテーション 等 

支援相談員  ４   ０  利用者および扶養者との相談・指導 等 

薬 剤 師   １  調剤および薬学的管理 等 

管理栄養士  ２   栄養管理および食品の安全衛生管理 等 

介護支援専門員  ２   施設ケアプランの作成 等 

事務職員  ３   施設内の庶務・総務 等 

 

（４）居室の概要 

定 員 １２５名 

居 室 

個 室 １０室 

２人室 ４室 

４人室 ２６室 

１人部屋 ３室 

 

  



２ サービスの内容 

 

 居  室  個室・２人室・４人室となります。 

 

 食  事  朝食    ８：００～  

       昼食  １２：００～ 

       夕食  １８：００～ 

       原則、各階の食堂にておとりいただきます。 

 

 入  浴  週に最低２回入浴していただけます。ただし、状態に応じ清拭となる場合がありま 

       す。 

 

 介  護  施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

       着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動

の付き添い等。また、一包化された内服薬等は本人様の容態が安定しているなどの

場合は、医師の指示に基づき介護士も医薬品等の使用の介助を行います。 

 

 機能訓練  機能訓練室にて機能回復訓練を行います。 

       また、施設での生活全般が生活機能訓練となります。 

  

 生活相談  常勤の支援相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

  

 行政手続  行政手続の代行を施設にて受け付けます。 

 代  行  ご希望の際は、職員にお申し出ください。ただし、手続に係る経費は、その都度 

       お支払いいただきます。 

 

 理 美 容  当施設では、利用者の希望により理美容サービスを実施しております。 

       （料金は実費） 

  

 レクリエ  当施設では、季節に応じた利用者交流会等の行事を行います。 

 －ション  行事によっては、別途参加費がかかるものもございます。 

  

 健康管理  当施設では、診察室や療養室等にて診療や健康相談サービスを受けることが 

       できます。（インフルエンザ等予防接種係わる費用は実費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 利用料金 

 

①  基本料金 

・施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり 

  ます。以下は１日あたりの自己負担分です。） 

  それぞれ個室（従来型）、多床室（４人室・２人室）に分かれます。 

 

 

○一律ご負担いただく料金 基本型（負担割合に応じ乗じた金額） 

（1割負担） 

従来型個室 多床室 

要介護度１ ７１７円 要介護度１   ７９３円 

要介護度２ ７６３円 要介護度２   ８４３円 

要介護度３ ８２８円 要介護度３   ９０８円 

要介護度４ ８８３円 要介護度４   ９６１円 

要介護度５ ９３２円 要介護度５   １０１２円 

※ 入所期間中に自宅に外泊した期間の取扱いについては、上記費用に代えて「外泊時費用」の料金となります

のでご了承ください。  

 

○身体・その他状況に応じてご負担いただく料金（負担割合に応じ乗じた金額） 

各 加 算 1日あたりの料金 

夜勤職員配置加算 ２４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円 

初期加算（Ⅱ）（入所日から３０日間） ３０円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２５８円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） ２００円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２４０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １２０円 

療養食加算（１食につき）１日３回を限度 ６円 

退所時栄養情報連携加算 ７０円 

経口移行加算 ２８円 

経口維持加算（Ⅰ） （１月につき） ４００円 

経口維持加算（Ⅱ） （１月につき） １００円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）（１月につき） ９０円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１月につき） １１０円 

排せつ支援加算（Ⅰ）（１月につき） １０円 

排せつ支援加算（Ⅱ）（１月につき） １５円 

排せつ支援加算（Ⅲ）（１月につき） ２０円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（１月につき） ３円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（１月につき） １３円 

ターミナルケア加算（死亡日以前３１～４５日） ７２円 

ターミナルケア加算（死亡日以前４～３０日） １６０円 

ターミナルケア加算（死亡日前日及び前々日） ９１０円 

ターミナルケア加算（死亡日） １,９００円 

緊急時施設療養費 ５１８円 

外泊時費用（外泊初日と最終日以外） ３６２円 

在宅復帰・支援機能加算（Ⅰ） ５１円 

所定疾患施設療養費（Ⅱ）（１月に１０日以内） ４８０円 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０円 

安全対策体制加算（入所時 1回のみ） ２０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（１月につき） ４０円 



リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）（1月につき） ３３円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） （1月につき） １０円 

協力医療機関連携加算 ５０円 

新興感染症等施設療養費 ２４０円 

再入所時栄養連携加算 ２００円 

退

所

時

加

算 

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００円 

退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０円 

入退所前連携加算（Ⅱ） ４００円 

訪問看護指示加算 ３００円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 
所定単位数にサービス別加算率

９．７％を乗じた単位数 

 

 

② 食費 

・利用者負担の段階により以下の内容になります。 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

要介護１ 

３００円/日 ３９０円/日 

 

 

６５０円/日 
１,３６０円/

日 

１,９８０円/

日 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

③ 居住費 

・利用者負担の段階により以下の内容になります。 

 ＜多床室（４人室、２人室）＞ 

 第１段階 第２段階 第３段階①・② 第４段階 

要介護１ 

０円/日 ４３０円/日 ４３７円/日 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

 ＜個室（従来型）＞ 

 第１段階 第２段階 第３段階①・② 第４段階 

要介護１ 

５５０円/日 １,３７０/日 ２,１００円/日 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

４ その他の料金 

日 用 品 費 １日あたり １０５円 

内訳 

 単 価 数 量 日 数 月 額（円） 

タオル（小） ２１ ２ ３０ １,２６０ 

タオル（大） ４０ １ １２ ４８０ 

おしぼり １０ ４ ３０ １,２００ 

シャンプ－    １０５ 

ソ－プ    １０５ 

計    ３,１５０ 

 



・理 美 容 費        実費（別紙理美容料金表をご参照ください。） 

・貸しテレビ           １１０円/１日 

 ・電気代           １１０円/１日 

・洗 濯 代        実費 

・診断書等文書料      実費（他医療機関等に情報提供を希望される場合） 

・口座振替手数料      実費 

 ・クラブ材料費       実費 

  （希望される方に対し、レクリエーションやクラブ活動等に係る実費をお支払いいただきます。） 

・インフルエンザ予防接種費 実費（インフルエンザ予防接種等に係わる費用） 

  

 

 

 ○ 支払方法  

  毎月、１０日に前月分の請求書を郵送いたします。支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意 

した方法により、入金の確認後受領書を発行いたします。 

 

５ 入退所の手続 

（１）入所手続 

  まずは、お電話等でお申し込みください。居室に空きがあれば入所いただけます。 

  入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

  居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

（２）退所手続 

  ① 利用者のご都合で退所される場合 

    退所を希望する日の７日前までにお申し出ください。 

  ② 自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ・利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または

要支援と認定された場合（この場合、所定の期間の経過を持って退所していただくことに

なります。） 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 

  ③ その他 

   ・利用者が、サービス利用料金の支払いを正当な理由なく３０日以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらず、１５日以内に支払わない場合、または利用者やご家族など

が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して本契約を継続しがたいほどの背信

行為を行った場合。 

   ・利用者が病院または診療所に入院した場合。 

   ・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所してい

ただく場合。 

    なお、このいずれかの場合は、３０日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、

サービス利用契約を終了させていただくことがございます。 

   ・利用者のやむを得ない事由により契約終了後の施設利用があったときは、実費を請求しま

す。 



６ 当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設

サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他

日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目

指します。 

・ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場

合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。  

・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他

保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域におい

て統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごす

ことができるようサービス提供に努めます。 

・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な

事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施す

るよう努めます。 

・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当

施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利

用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者または

その代理人の了解を得ることとします。 

・面会・外出・外泊のご協力をお願いします。自宅を離れて生活されている利用者にとって、ご家族と

のふれ合いの時間はとても大切な時間となります。当施設では利用者の皆様に安心感を持ってい

ただく為にご家族にもサポートを依頼しています。月に一度は、外出・外泊の機会を設けて頂けます

よう、よろしくお願いいたします。 

・利用者の負担により、当施設職員以外の看護及び介護サービスの提供をお願いする事はありませ

ん(有料の付き添い等)。 

 

（２）サービス利用のために 

事    項 有 無 備    考 

男性介護職員の有無 ○  

従業員への研修の実施  ○ 年２回以上実施しています（虐待防止・感染対策等） 

身体的拘束 × ※身体保護のため緊急やむを得ない場合のみ、有 

 

（３）施設利用にあたっての留意事項 

  ① 面会         時間は午前９時から午後６時までとします。 

  ② 外出・外泊      事前に届け出をしてください。 

  ③ 飲酒・喫煙      飲酒・喫煙は原則としてお断りいたします。 

               施設内全館禁煙とさせていただきます。 

  ④ 設備・備品の利用   定められた場所で注意をもって正しく使用してください。 

  ⑤ 私物の持ち込み    品物によって制限させていただく場合があります。 

  ⑥ 貴重品の持ち込み   原則としてお断りいたします。 

  ⑦ 施設外での受診    外泊時に受診される場合は、事前にご連絡をください。 

  ⑧ 宗教活動等      営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動はお断りいたします。 

  ⑨ ペットの持ち込み   お断りいたします。 

  ⑩ 飲食物の持ち込み   医師、看護師にご相談ください。 

  ⑪ 消灯時間       原則として午後９時に消灯いたします。 

  ⑫ 居室         管理上の都合によりご家族の了承を得て居室を変更させて 

               頂く場合があります。 



７ 緊急時の対応方法 

 利用者に容体の変化等があった場合は、医師により必要な処置を講ずるほか、ご家族の方に 

速やかに連絡いたします。 

 

８ 非常災害対策 

 ① 防火教育および基本訓練（消火・通報・避難）     年２回以上 

  （うち 1回は夜間を想定した訓練を行う） 

 ② 利用者を含めた総合避難訓練             年１回以上 

 ③ 非常災害設備の使用方法の徹底            随時 

 

９ ワクチンの接種 

 集団感染防止の為、冬場に入所されている利用者にインフルエンザワクチンを接種いたします 

（有料）。 

 

１０ サービス内容に関する相談・苦情 

① 当施設ご利用者相談・苦情担当 

   担当   （支援相談員） 藤井 恵理・河村 さとみ 

酒井 紀美・今岡 純子 

        （連絡先）   電話：０８２３－８４－０００６ 

② その他 

    当施設以外に、行政の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

 

呉市役所福祉保健部 介護保険課   

所在地  呉市中央４丁目１番６号 

              電話番号 ０８２３－２５－２６２６ 

              受付時間 ８時３０分から１７時１５分 

広島県国民健康保険団体連合会    

所在地  広島市中区東白島町１９番４９号  

              電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

              受付時間 ８時３０分から１７時１５分 

広島福祉サービス運営適正化委員会 

  所在地  広島市南区比治山本町１２番２号 

              電話番号 ０８２－２５４－３４１９ 

              受付時間 ８時３０分から１７時００分 

 

１１ 協力医療機関等 

・協力医療機関 

・名 称   独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 

・住 所   呉市広多賀谷１－５－１ 

 

・名 称   医療法人社団薫風会 横山病院 

・住 所   呉市広古新開２－５－２０ 

 

・協力歯科医療機関 

・名 称   八本松歯科医院 

・住 所   東広島市八本松東３－１０－４１ 

  



 

 

令和    年    月    日 

 

 

 介護老人保健施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 

 

   〔事業者〕 

 

  法人  所在地  千葉県柏市小青田一丁目 3番地 12 

      名称   医療法人社団 葵会 

   

  施設  所在地  広島県呉市安浦町安登西五丁目１１番１９号 

      名称   介護老人保健施設 葵の園・安浦 

 

 

説明者氏名                          印 

 

 

 

私は、契約書及び重要事項説明書に基づいて、重要事項の説明を受けサービスの提供に同意します。 

 

 

   

利用者  住所                           

 

  

      氏名                         印 

 

 

代理人  住所                           

 

 

氏名                         印 

 


